
 

グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会規程 第５号 

 

プログラム型グリーンエネルギーＣＯ２削減計画について 

 

１．グリーンエネルギーＣＯ２削減計画について、以下の要件を満たすものとして、別紙

様式によりグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会（以下「委員会」という。）

の承認を受けた場合、グリーンエネルギーＣＯ２削減事業（グリーンエネルギーの利用

によりＣＯ２排出量の削減を行う個々の事業をいう。）を都度の変更申請なく、当該グ

リーンエネルギーＣＯ２削減計画に随時追加することができるものとする。このような

グリーンエネルギーＣＯ２削減計画を「プログラム型グリーンエネルギーＣＯ２削減計

画」という。  

 

（１）追加するグリーンエネルギーＣＯ２削減事業について、グリーンエネルギーＣＯ２

削減相当量認証制度運営規則（以下「運営規則」という。）第５章１．に定められる

グリーンエネルギーＣＯ２削減計画の要件及びその他委員会が定める事項に合致す

ることにつき、事前に検証機関の検証を受けること。 

 

（２）追加したグリーンエネルギーＣＯ２削減事業について、グリーンエネルギーＣＯ２

削減相当量の認証申請を行う際に、検証機関によるグリーンエネルギーＣＯ２削減相

当量の実績確認を受けるとともに、（１）に係る検証結果報告書及び証拠書類をグリ

ーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会に提出し、検証の確認を受ける旨記載さ

れていること。また、当該確認の結果、不適合と判断されるグリーンエネルギーＣＯ

２削減事業については、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の認証の対象から除外

されることについて同意すること。 

 

２．追加されたグリーンエネルギーＣＯ２削減事業に係るグリーンエネルギーＣＯ２削減

相当量の認証の対象期間（始期）は、検証機関による検証を受けた日以降とする。 

 

３．既に認定を受けているグリーンエネルギーＣＯ２削減計画についても、別紙様式を委

員会に提出し、承認を得ることにより、当該計画をプログラム型グリーンエネルギーＣ

Ｏ２削減計画とすることができる。 
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プログラム型グリーンエネルギーＣＯ２削減計画承認申請書 

 

 

現在、申請しているグリーンエネルギーＣＯ２削減計画「（計画名）」について、以下の

事項を遵守しますので、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会規程第５号「プロ

グラム型グリーンエネルギーＣＯ２削減計画について」１．に基づき、プログラム型グリー

ンエネルギーＣＯ２削減計画として取り扱われるよう申請します。 

 

（１）追加するグリーンエネルギーＣＯ２削減事業（グリーンエネルギーの利用によりＣ

Ｏ２排出量の削減を行う個々の事業をいう。）について、グリーンエネルギーＣＯ２

削減相当量認証制度運営規則第５章１．に定められるグリーンエネルギーＣＯ２削減

計画の要件及びその他委員会が定める事項に合致することにつき、事前に検証機関の

検証を受けること。 

 

（２）追加したグリーンエネルギーＣＯ２削減事業について、グリーンエネルギーＣＯ２

削減相当量の認証申請を行う際に、検証機関によるグリーンエネルギーＣＯ２削減相

当量の実績確認を受けるとともに、（１）に係る検証結果報告書及び証拠書類をグリ

ーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会に提出し、検証の確認を受けること。ま

た、当該確認の結果、不適合と判断されるグリーンエネルギーＣＯ２削減事業につい

ては、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の認証の対象から除外されることについ

て同意すること。 

 

 


